おわりに （今後の全国レベルでの工賃アップの効果的な取り組みに向けて）
本報告書における「工賃水準ステップアップ事業」は、全国の6施設によるモデル的・試行的な実験であった。しかし、これまでになくこの実験的事業は大きな成果と教訓を示していると確信する。それは何より目標と課題を明確にして取り組んだこと、経営管理のトップからスタッフ、障害当事者、家族の真剣な論議と葛藤を通して意識改革が進んだことである。

　これらを実現できた背景として、経営コンサルタントや地域ネットワーク会議による外部の専門家、関係者からの厳しい指摘と助言を得られたことがある。改めて我が社会就労センターの目的・機能・使命が明確にされたのではないかと考える。

　振り返ってみると、全国社会就労センター協議会（以下、セルプ協）の組織結成以来この30年間、セルプ協は繰り返し、さまざまな節目で事業の振興と利用者の給料（工賃）の引き上げを訴え、提案し、具体化への努力を続けてきた。しかし、一定の成果と実績を上げてきたとはいえ、残念ながらこれまでは一部の部分的な成果であった。

そして、障害者自立支援法を含めてこの一連の改革のなかで、我がセルプ協に参加する社会就労センターに厳しい批判の目が注がれた。それは「給料（工賃）１ヵ月・15,000円」の異常、「一般就労移行率・年間１％」の異常などの批判であった。こうした意見に対して我々の多くの反論はあるにしても、謙虚に受け止めつつ真剣な改革と努力を全国の関係者が進めなければならないことも事実である。

障害者自立支援法によって、新体系においてその機能と役割が明確にされ、特に就労継続支援Ｂ型事業においては、目標工賃の明確化と公表の導入が図られた。と同時に、本法の理念である「地域生活の移行」を所得の面でも目指すため、19年度から全国の都道府県で「工賃倍増計画支援事業」が実施され、工賃水準を向上させるための事業が具体的に動き出すこととなった。

この流れの中で、「工賃水準ステップアップ事業」においては、「工賃倍増計画支援事業」のモデル的事業と位置づけられており、その成果について、全国からの注目は高い。

さらに19年度、政府は国家財政課題を背景としつつも、成長力底上げ戦略によって障害者就労分野も含めて就労重視の戦略が掲げられ、その中に、これまでのこうした流れが「工賃倍増５か年計画」として位置づけられ、今後官民一体となって強力に推進していくこととされたところである。また、国連においては、これまで検討が続けられてきた「障害者の権利条約」が昨年12月に採択され、障害者の労働権の保障が明確に謳われた。本年2月には、全国の関係者を震撼させた神戸労働基準監督署による小規模作業所に対する「労働基準法違反」の疑いによる査察が実施される事件が起こった。この１年間で起こっている様々な動向は、これまでの我が国における障害者の労働・就労問題に関する諸矛盾を集中的に表面化させている。

我がセルプ協は、こうした局面にあるからこそ、歴史と現実をふまえ、国際的経験や実例にも視野を広げ、基本論に立ち返り、現実と適合性ある対応と未来を切り拓く展望を持たなければならない。我々が前にしている利用者は多様な障害や程度、多様な価値観とニーズを持つ人々である。これらに応える方策は多様でなくてはならず、これらの回答はセルプ協が長い間、検討を重ねてきた課題である。なお、セルプ協のみならず、障害者の就労関係5団体によって合意形成もなされつつあり、それは2003年度・2004年度において厚生労働科学研究「作業施設（福祉的就労）共同研究グループ」でまとめられた『日本版保護雇用（社会支援雇用）制度の創設に向けて』である。

これらの研究活動の基本を貫いているのは、日本における障害者の労働権の保障であり、具体化である。「工賃水準ステップアップ事業」は、これらの課題において重要なテーマであり、柱である。ここで追求されてきたことは、これまでの福祉支援重視から脱却し、経済活動、生産活動を重視してその統合を図る自立支援であると言ってよい。しかし、この改革は、就労事業体内部の意識を改革しつつ、事業を振興させる改革である。これらの改革が、さらに一般企業および官公需の仕事の確保システムと制度化を図っていかねば、本格的な改革は成功しない。

私たちは、本報告書に示された「工賃水準ステップアップ事業」から学び、現在進められようとしている「工賃倍増計画支援事業」を全国で、それぞれの現場において具体化して推進し、日本における障害者の就労の歴史的改革を心から呼びかけるものである。

最後に、本事業の推進に参画並びにご協力いただいた、朝日委員長をはじめとする事業推進特別委員会の委員のみなさま、6ヵ所の現場で困難な課題の推進にご参加いただいた経営コンサルタントと現場の関係者のみなさまに、重ねて感謝の意を申しあげます。
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